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カジノ管理委員会第２０回会議の開催状況 

  

第１ 日時、場所及び出席者 

１ 日時  

令和２年７月１７日 １４時００分～１５時３５分 

２ 場所  

カジノ管理委員会 １２階大会議室 

３ 出席者  

○北村委員長、氏兼委員、渡委員、遠藤委員、樋󠄀口委員 

○徳永事務局長、並木次長、徳田総務企画部長、堀監督調査部長、永田依存対策課長（議

事担当課） 

 

第２ 要旨 

１ 議決事項 

 なし。 

 

２ その他の案件 

(１) カジノ事業等の規制（カジノ行為に対する依存防止対策の全体像）について 

総務企画部長より、カジノ事業等の規制（カジノ行為に対する依存防止対策の全体

像）について説明があり、依存防止対策における重層的・多段階的な取組に関して、

主に以下の点について検討した。 

 

ア カジノ行為の機会の限定（下記、IR整備法第二条、第九条、第四十一条、第七十三  

条、IR整備法施行令第六条参照） 

・ＩＲ区域数の限定 

（区域整備計画の認定） 

第九条 

11 国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲

げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 

七 その認定をすることによって、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないこと。 
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・カジノ施設の数の限定 

・ゲーミング区域の規模の限定 

（免許の基準等） 

第四十一条 カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げ

る基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 

七 申請認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数が一を

超えず、かつ、当該カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものと

してカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計が、カジノ事業の健全な運営を図る見

地から適当であると認められるものとして政令で定める面積を超えないこと。 

 

IR整備法施行令 

（法第四十一条第一項第七号等の政令で定める面積） 

第六条 法第四十一条第一項第七号（法第四十八条第三項において準用する場合を含む。）の政令

で定める面積は、特定複合観光施設の床面積の合計の百分の三の面積とする。 

 

・ゲーミング区域におけるカジノ行為に限定 

（定義） 

第二条 

７ この法律において「カジノ行為」とは、カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、同一の

施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて、偶然の事情により金銭の得喪を

争う行為であって、海外において行われているこれに相当する行為の実施の状況を勘案して、

カジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、及びその理解を得る観点から我が国に

おいても行われることが社会通念上相当と認められるものとしてその種類及び方法をカジノ管

理委員会規則で定めるものをいう。 

 

（カジノ行為） 

第七十三条 

２ カジノ事業者は、カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるときは、カジノ

行為区画のうち第四十一条第一項第七号のカジノ管理委員会規則で定める部分において行い、

又は行わせなければならない。 

 

  イ 誘客時の規制（下記、IR整備法第百六条、第百八条参照） 

・広告及び勧誘の規制 

（広告及び勧誘の規制） 
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第百六条 

５ 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、カジノ管理委員会規

則で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 

二 カジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係について注意を促すために必要なも

のとしてカジノ管理委員会規則で定める内容 

 

・カジノ行為関連景品類（コンプ）の規制 

（カジノ行為関連景品類の規制） 

第百八条 カジノ事業者その他の事業者は、カジノ行為関連景品類を提供するに当たっては、その

内容、経済的価値又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員

会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。 

 

  ウ 厳格な入場等規制（下記、IR整備法第六十九条～第七十一条、第百七十六条、第百  

七十七条参照） 

・入場等回数の制限 

（入場規制） 

第六十九条 カジノ事業者は、政令で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、

又は滞在させてはならない。 

四 本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、カジノ施設に入場し、又は滞在しよう

とする日（次号において「入場等基準日」という。）から起算して過去七日間において第百

七十六条第一項の規定により入場料を賦課されてカジノ行為区画（入場し、又は滞在しよう

とするカジノ施設以外のカジノ施設のカジノ行為区画を含む。）に入場した回数及び同条第

三項の規定により入場料を再賦課され、又は同条第五項の規定により入場料を再々賦課され

た回数（同号及び次条第一項において「入場等回数」という。）が既に三回に達しているも

の（直近の賦課入場時（第百七十六条第一項の規定により賦課された入場料の納付後初めて

カジノ行為区画に入場した時をいう。）、再賦課基準時（同条第二項に規定する再賦課基準

時をいう。）又は再々賦課基準時（同条第四項に規定する再々賦課基準時をいう。）（同号

において「賦課入場時等」という。）からそれぞれ二十四時間を経過するまでの間にある者

を除く。） 

五 本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、入場等基準日から起算して過去二十八

日間における入場等回数が既に十回に達しているもの（直近の賦課入場時等からそれぞれ二

十四時間を経過するまでの間にある者を除く。） 
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・厳格な本人確認 

（入退場時の本人確認等） 

第七十条 カジノ事業者は、入場者について、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時

及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七

項に規定する個人番号カード（本邦内に住居を有しない日本人及び外国人並びに本邦内に住居

を有する外国人であって住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十五の

表の上欄に掲げる者（以下この項において「中長期在留者等」という。）以外のものにあっては、

旅券（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第二条第五号に掲げる旅券

をいう。）その他の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で

定めるもの）の提示を受け、当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明

書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法

律第百五十三号）第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。）の送信を受ける方法その

他の特定の入場者の識別及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとし

てカジノ管理委員会規則で定める方法により、本人特定事項（氏名、住所等（本邦内に住居を有

する日本人及び中長期在留者等にあっては住所を、本邦内に住居を有しない日本人にあっては

本籍地都道府県名を、中長期在留者等以外の外国人にあっては国籍をいう。）、生年月日及び写

真をいう。以下この条において同じ。）及び当該入場者が前条の規定によりカジノ施設に入場さ

せ、又は滞在させてはならないこととされている者（以下この節において「入場禁止対象者」と

いう。）に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、カジノ事業者は、

カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを

保存しなければならない。 

一 当該確認をした日時及び当該入場者の本人特定事項（写真を除く。） 

二 当該入場者が入場禁止対象者に該当するかどうかについての当該確認の結果 

三 当該入場者がカジノ行為区画に入場したときは、その入場した日時及び当該カジノ行為区

画から退場した日時 

四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項 

 

・入場禁止対象者によるカジノ施設の利用防止 

（入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置） 

第七十一条 カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で

定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジ

ノ施設において入場禁止対象者を発見した場合においてこれをカジノ施設から退去させる措置
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その他入場禁止対象者によるカジノ施設の利用を防止するために必要な措置を講じなければな

らない。 

 

・入場料の賦課 

（入場料の賦課等） 

第百七十六条 国は、入場者（本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下この節において同じ。）

に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の入場料を賦課するも

のとする。 

 

（認定都道府県等入場料の賦課等） 

第百七十七条 認定都道府県等は、入場者に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとす

る時に、三千円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。 

 

  エ カジノ施設内の規制（下記、IR整備法第二条、第五十四条、第七十三条、第七十四

条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十五条、第百四条、第百十二条、第

百五十一条、第百七十五条参照） 

・本人・家族等の申出による利用制限措置等をカジノ施設利用約款に記載 

（カジノ施設利用約款） 

第五十四条 カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 カジノ施設の利用に関する事項（第六十八条第一項第一号及び第二号に掲げるカジノ施設

の利用を制限する措置に関する事項を含む。） 

 

・本人・家族等の申出による利用制限措置等を本人確認区画の入口等に表示 

（入場禁止対象者等の利用禁止等の表示） 

第百十二条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる者につい

てカジノ施設の利用の禁止又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口及びカジノ行為区

画に表示しなければならない。 

一 第六十八条第一項第一号又は第二号の措置としてカジノ施設の利用を制限している者 
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・カジノ行為に関する規制 

  （カジノ行為） 

第七十三条 

３ カジノ事業者は、カジノ行為の公正性を確保し、又は著しく顧客の射幸心をそそることを防止

するために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準に従い、

カジノ行為業務を行わなければならない。 

４ カジノ事業者は、カジノ行為に関し、その公正性を確保し、顧客の利益が不当に害されること

のないよう、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ行為の方法その他顧客に参

考となるべき情報を提供しなければならない。 

 

・チップの交付等時の支払手段の限定、クレジットカードの利用規制 

８ カジノ事業者は、顧客にチップの交付等をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところ

により、顧客から、現金による支払のほか、元本の拠出があり、かつ、容易に換価することがで

きるものとしてカジノ管理委員会規則で定める支払手段又はカジノ行為関連景品類であってこ

れと引換えにチップの交付等をするものとして顧客に提供されたもの以外の手段による支払を

受けてはならない。 

９ カジノ事業者は、前項の規定にかかわらず、本邦内に住居を有しない外国人である顧客がクレ

ジットカード（それを提示し又は通知して、事業者から商品若しくは権利を購入し又は有償で

役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号（以下この項

において「カード等」という。）であって、当該顧客が当該カード等を提示し又は通知して事業

者から商品若しくは権利を購入し又は有償で役務の提供を受けたときは、当該顧客に当該カー

ド等を交付し、又は付与した者が当該事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対

価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該顧客からあらか

じめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじ

め定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得

た額の金銭を受領するもの（次款の規定による特定資金貸付業務に係る規制を勘案してカジノ

管理委員会が適当と認める条件によるものに限る。）をいう。）を提示したときは、当該クレジ

ットカードの利用による支払を受けて、当該顧客に対し、チップの交付等をすることができる。 

 

・チップ譲渡等の防止 

（チップの譲渡等の防止のための措置） 

第百四条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人

（自己と生計を一にする配偶者その他の親族（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。）及び当該カジノ事業者を除く。以下こ
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の款及び第百七十五条第一項において同じ。）に譲渡すること及びチップを他人から譲り受け

ることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 

２ カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップをカジノ行為区

画の外に持ち出すことを防止するために必要な措置を講じなければならない。 

 

・顧客によるチップ譲渡等の禁止 

（チップの譲渡等の制限） 

第百七十五条 顧客は、チップを他人に譲り渡し、又はチップを他人から譲り受けてはならない。 

２ 顧客は、チップをカジノ行為区画の外に持ち出してはならない。 

 

・カジノ関連機器等の規制 

（カジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等） 

第七十四条 カジノ事業者は、カジノ行為業務を行うに当たっては、第百五十一条第一項若しくは

第二項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等又は第百五十六条第一項の表示が付さ

れ、かつ、技術基準に適合する非電磁的カジノ関連機器等（以下この条において「適合機器等」

という。）以外の機器等をカジノ関連機器等の用途に使用し、又は適合機器等をその用途以外の

カジノ関連機器等の用途に使用してはならない。 

 

（型式検定） 

第百五十一条 

３ カジノ管理委員会は、前二項の検定（以下この章において「検定」という。）の申請について、

次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。 

一 当該申請に係る型式がカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこ

と。 

 

・貸付規制 

（特定資金貸付業務の規制） 

第八十五条 カジノ事業者は、特定資金貸付業務においては、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し

付けてはならない。 

一 本邦内に住居を有しない外国人 

二 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預

け入れている者 
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（返済能力に関する調査等） 

第八十六条 カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会規

則で定めるところにより、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画そ

の他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて貸付けの金額に係る限度額（次項

において「貸付限度額」という。）を顧客ごとに定めなければならない。この場合において、カ

ジノ事業者は、指定信用情報機関（貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第四十一条の十三

第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下この款において同じ。）が保有する信用情報

（顧客の借入金の返済能力に関する情報をいう。以下この款において同じ。）（顧客が本邦内に

住居を有しない外国人であるときは、指定信用情報機関に相当するものとしてカジノ管理委員

会が適当と認める者が保有する信用情報）を使用しなければならない。 

 

・ＡＴＭの設置に関する規制 

（契約の締結の制限） 

第九十四条 カジノ事業者は、その行う業務に関し、次の各号のいずれにも該当する契約以外の契

約（カジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及

び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款において同じ。）を締結してはならな

い。 

一 契約が次に掲げる基準に適合すること。 

ヘ 当該契約の内容が、相手方にカジノ施設において入場者に対する物品の給付又は役務の

提供をさせるものである場合（カジノ行為区画内関連業務又は前条第一項第三号に掲げる

業務を委託した者に当該委託に基づき物品の給付又は役務の提供をさせるものである場

合を除く。）には、当該物品の給付又は役務の提供が、入場者の利便性の向上を図るもの

であってカジノ事業者以外の者でなければすることが困難なものとしてカジノ管理委員

会規則で定めるものであること。 

ト 当該契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められるこ

と。 

 

（契約の認可） 

第九十五条 カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認

可を受けなければならない。締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とす

る。 

四 カジノ事業者が行う施設の賃貸に係る契約（第一号に掲げるものを除く。） 
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   オ 相談・治療につなげる取組（下記、IR整備法第六十八条参照） 

・本人の申出による利用制限措置 

・家族その他の関係者の申出による利用制限措置 

・その他の利用制限措置 

・入場者の適切な判断を助けるための措置 

・その他措置 等 

（カジノ行為に対する依存の防止のための措置） 

第六十八条 カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で

定めるところにより、依存防止規程（第四十条第一項の申請書に添付されたもの（第五十五条第

二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後

のもの）に限る。第三項において同じ。）に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。

この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた

措置の内容及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。 

一 入場者（カジノ行為区画に入場しようとする者及びカジノ行為区画に入場した後当該カジ

ノ行為区画に滞在する者をいい、業務として入場する者その他の政令で定める者を除く。以

下同じ。）又はその家族その他の関係者の申出により当該入場者のカジノ施設の利用を制限

する措置 

二 前号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジ

ノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置 

三 カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の

整備その他のカジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための措置 

四 前三号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点から必

要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置 

２ カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

一 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施 

二 前項の措置の的確な実施のための体制の整備（同項の措置の的確な実施のために必要な業

務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任を含む。） 

三 前項の措置に関する評価の実施 

四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置 

５ カジノ事業者は、第二項第三号の評価を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところ

により、遅滞なく、当該評価の結果をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 

 

以上 


